
  こんな取扱いを受けたら法違反です 例えばこんなことを理由として 

働きながらお母さんになるあなたへ 

妊娠・出産・産休・育休などを理由とする解雇などの不利益な取扱いは、法律※
で禁止されています。 ※男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法 

・解雇、退職の強要、契約更新拒否 

・正社員からパートへの契約変更の強要、等 

・妊娠、出産、産前・産後休業、育児休業 

・妊婦健診や切迫流産で仕事を休んだ、等                  

妊娠・出産・育児をしながら働く女性のための制度はたくさんあります！ 

妊娠期 産後8週間 1歳 3歳 

産前・産後休業 

育児時間（1日2回、少なくとも各30分） 

8週間 
出産 

残業（所定外労働※）の制限 

子の看護休暇（子が1人なら年5日、2人以上なら年10日） 

時間外労働の制限（1か月24時間、1年150時間まで） 

深夜業（午後10時～午前5時）の免除 

パート・アルバイト等を含め、すべての女性
が産前・産後休業を取得できます。 

6週間 

育児休業 
育児休業給付の給付割合が、休業開始後6ヶ
月につき、67%に引き上げられました！ 

・パート・アルバイト等であっても、一定の
要件を満たせば取得できます。 
・女性は産後休業終了後から、男性は出産予
定日から、取得できます。 

事業主に申出・請求する
ことで利用できます！ 

遅くとも、育児休業開始
予定日の1か月前までに
会社へ育児休業申出書な
どを提出します。 

産休、育休期間中は社会保険料負担が免除されます！ 

産前６週間 

他にもこういう制度が
あります！ 

・時間外労働（※）や深夜業ができない場合、それらの制限の申出・請求をする 
 ことができます。 
・妊婦健診を受けるための時間を確保したり、医師の指導による通勤緩和や勤務軽減 
 を受けることなどを、申出・請求することができます。 
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保育所に入所できないなど
の事情があれば、1歳6か
月まで育児休業を延長する
ことができます。 

両親共に育児休業を取得
した場合は、休業対象と
なる子の年齢が原則1歳
までから原則1歳2か月
までに延長されます。 
(パパ・ママ育休プラス) 

短時間勤務制度（所定労働時間を１日原則6時間にする制度） 

※時間外労働：労働基準法で定められている１日８時間または１週間４０時間を超える労働。 
 残業（所定外労働）：会社で決められている始業から終業までの時間を超える労働。 

三重労働局雇用均等室 〒514-8524 津市島崎町327-2 津第二地方合同庁舎 

 TEL 059-226-2318       FAX 059-228-2785 
［受付時間 8時30分～17時15分（土・日・祝日・年末年始を除く）］ 

厚生労働省・都道府県労働局 


